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令和５年８月２３日
西部総合事務所日野振興センター 日野県土整備局



採石場の所在地 鳥取県日野郡日野町中菅字中山５７９番８０
５７９番１３２

申 請 者 氏 名 落 合 建 材
代表者 落合 亨

１．採石場の区域 採石場の面積
掘削区域の面積
最終高低差
境界の明示方法
区域を明示する図面等

２．採取をする岩石の
　　種類及び数量

３．採取の期間

４．採石業務従事者数  ３人（うち業務管理者の資格を有する者２人）

５．岩石の賦存の状況 風化花崗岩
既に採取を行っている切羽により確認。

　　  ６５，５７０ ㎡
　  　２２，０３５ ㎡
　　　　　　 ４８ ｍ

賦存の状況

  境界杭により明示する。
　別添のとおり。

風化花崗岩 １０３，２８４ｍ3 （１８５，９１１ﾄﾝ）

７．従前認可期間における採石法
と採石条例における処分の状況

種類 数量

認可日から５年間
（従前認可期間　平成３０年　９月１６日～平成３５年　９月１５日）

６．採取岩石の用途 

確認方法

風化花崗岩 ：　埋立 ・ 路体盛土

なし
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【位置図】
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【航空写真】 令和５年６月撮影
：採石区域 ：掘削区域
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：掘削区域（前）

沈砂池

①

②
標準断面の側線

（No.3）



【周辺見取図】
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【現況写真】 令和５年７月撮影

仮設沈砂池(3)

仮設沈砂池(2)仮設沈砂池(1)

洗車ピット

車輪洗浄シャワー

№2沈砂地
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③ 沈砂池

③

②
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【計画平面図（１年目完了時）】
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【計画平面図（２年目完了時）】
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【計画平面図（３年目完了時）】
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【計画平面図（４年目完了時）】
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【計画平面図（５年目完了時）】
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標 準 断 面 図

（ＮＯ．３）

【計画標準断面図】
②①
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【計画標準断面図】
標 準 断 面 図

（ＮＯ．７）

②①
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１３

標 準 断 面 図

（ＮＯ．１０）

【計画標準断面図】
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１４

【計画縦断面図】



【排水系統図（ １年目）】
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【排水系統図（ ２年目）】
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【排水系統図（ ３年目）】
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【排水系統図（ ４～５年目完成時）】
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【排水施設構造図 沈砂池１】
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【排水施設構造図 沈砂池２】
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【現況周辺植生図及び写真】
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【緑化年次計画図平面図】

４年目なし
２年目

１年目
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５年目
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【緑化年次計画横断図】

① ②

緑化樹種（小段：植栽、法面：種子散布）

クリ、アカマツ、ヤマハギ、エニシダ、ヨモギなど
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【表層地質図】 出典：土地分類基本調査（１９７７）根雨・湯本 鳥取県
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【地形分類図】 出典：土地分類基本調査（１９７７）根雨・湯本 鳥取県
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【傾斜区分図】 出典：土地分類基本調査（１９７７）根雨・湯本 鳥取県
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【水系及び谷密度】 申請地： ○ 出典：土地分類基本調査（１９７７）根雨・湯本 鳥取県
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【関係法令】

●森林法

林地開発行為の許可が必要な場合であり、既に
許可を得ているが、今回区域増になるため、現在変
更許可の手続き中である。

●鳥取県開発事業指導要綱
協議を実施し、同意（H.7.6.12）されている。

・同意条件
日野町と開発協定を締結すること。

(R5.9.16～R10.9.15協定済）

●道路法
搬出入路を県道上石見黒坂停車場線に取り付け

るにあたり、道路管理者（鳥取県）の許可を得ている。

●鳥取県立自然公園条例
奥日野県立自然公園普通地域内土砂の採取行為

届出を行い受理されている。

●鳥取県景観形成条例
大規模行為の届出を提出しており、条例と照らし、

適当と判断されている。

●土壌汚染対策法
一定の規模以上の土地の形質の変更について届

出を行い、施行規則第２６条各号に該当する土地は
認められないと通知を得ている。
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【チェックリスト（１／２）】
チ ェ ッ ク リ ス ト （ 落 合 建 材 ）

項 目 主 な 確 認 内 容 チ ェ ッ ク 状 況

１ 関 係 法 令 の 手 続 適 切 に 手 続 き が○ １ ha以 上 の 森 林 開 発 で あ り 、 森 林 法 に 基 づ く 林 地 開 発 許 可 を 既 に 得 て い る が 、
き さ れ て い る 。今 回 面 積 増 が 生 じ る た め 、 現 在 変 更 許 可 を 申 請 中 で あ る 。

※ 内 容 に つ い て 問 題 な け れ ば 、 採 石 法 認 可 と 同 日 許 可 と な る 。
【 森 林 法 に 基 づ く 隣 地 開 発 許 可 が 必 要 な 場 合 】
： 地 域 森 林 計 画 の 対 象 と な っ て い る 民 有 林 で 実 際 に 森 林 の 土 地 を 形 質 変 更 切「 」 、 （

取 、 盛 土 ） す る 面 積 が １ haを 超 え る 開 発 行 為 を 行 う 場 合 は 、 知 事 の 許 可 が 必 要 。
○ 鳥 取 県 景 観 形 成 条 例 に 基 づ き 開 発 行 為 の 届 出 に つ い て は 、 条 例 第 15条 の 適 用 除
外 行 為 に あ た る 為 、 該 当 は し な い 。
【 鳥 取 県 景 観 形 成 条 例 に 基 づ き 開 発 行 為 の 届 出 が 必 要 な 場 合 】
： 大 規 模 行 為 （ 土 石 の 採 取 、 土 地 の 区 画 形 質 の 変 更 が １ haを 超 え る 場 合 ） を 行 う
場 合 は 、 当 該 行 為 の 種 類 、 場 所 、 内 容 及 び 着 手 予 定 日 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を
知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

→ 景 観 形 成 基 準 ： 採 取 場 所 が 見 え な い よ う に 工 夫 、 採 取 後 法 面 の 緑 化 実 施 な ど
適 用 除 外 行 為 ： 鳥 取 県 立 自 然 公 園 条 例 第 13条 第 1項 の 届 出 に 係 る 行 為

： 森 林 法 第 10条 の 2第 1項 本 文
○ 鳥 取 県 開 発 事 業 指 導 要 綱 に 基 づ き 県 の 同 意 が 取 ら れ て い る 。
【 鳥 取 県 開 発 事 業 指 導 要 綱 開 発 事 業 の 届 出 】
： 一 定 規 模 以 上 （ １ ha以 上 ） の 開 発 事 業 等 に つ い て は 、 県 土 の 無 秩 序 な 開 発 を 防

、 、 、止 し 適 正 な 土 地 利 用 を 図 り 快 適 な 地 域 環 境 の 確 保 に 努 め る こ と を 目 的 と し て
各 個 別 法 に 基 づ く 許 可 、 認 可 の 手 続 き を 行 う 前 に 、 県 と 協 議 を 行 い 、 同 意 を 得 る
必 要 が あ る （ 許 認 可 等 の 行 政 処 分 で は な く 、 行 政 指 導 に と ど ま る も の ）。 。

２ 採 石 施 工 計 画 適 切 で あ る 。○ 掘 削 勾 配 は 33. 6 9度 と 平 均 勾 配 は 28. 0 6度 で 基 準 値 を 満 た し て お り 、 図 面 と も 整
合 が 図 ら れ て い る 。

→ 標 準 断 面 図 の と お り
【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 及 び 施 行 規 則 ） 抜 粋 】

（ ）： 風 化 岩 石 ； 森 林 開 発 許 可 時 ； 風 化 の 著 し い 岩 石 ； 35度 掘 削 後 の 平 均 勾 配 35度

○ 保 全 距 離 は 30ｍ 以 上 あ り 、 隣 接 土 地 の 利 用 状 況 に 応 じ て 適 切 で あ る 。
○ 保 全 距 離 が 0～ 16ｍ の 区 間 が 一 部 存 在 す る が 防 災 上 支 障 が な い 。
【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 施 行 規 則 ） 抜 粋 】
： 道 路 ・ 河 川 等 そ の 他 公 共 施 設 、 森 林 法 開 発 許 可 時 ； 30ｍ

岩 石 の 流 出 を 防 止 す る た め の 土 堤 、 コ ン ク リ ー ト よ う 壁 そ の 他 の 施 設 等 の 設 置
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【チェックリスト（２／２）】

項 目 主 な 確 認 内 容 チ ェ ッ ク 状 況

３ 掘 削 作 業 計 画 １ ） 掘 削 適 切 で あ る 。
、 、 。○ 最 終 高 低 差 は 45ｍ で あ り 基 準 で 定 め る 高 低 差 50ｍ を 超 え な い 為 適 切 で あ る

→ 標 準 断 面 図 の と お り
【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 及 び 施 行 規 則 ） 抜 粋 ： 露 天 採 掘 ； 風 化 岩 石 ； 最 終 高 低】
差 50ｍ 毎 に 規 則 で 定 め る 幅 （ 10ｍ ） 以 上 の 小 段 設 置 が 必 要 。
○ 設 置 す る 小 段 の 高 さ は 5ｍ で あ り 、 小 段 の 幅 は 2ｍ で 基 準 値 を 満 た し て い る 。

→ 標 準 断 面 図 の と お り
【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 及 び 施 行 規 則 ） 抜 粋 】
： 露 天 採 掘 ； 風 化 岩 石 ； 高 低 差 5ｍ ・ 小 段 幅 2ｍ
２ ） 掘 削 及 び 選 別 施 設
○ 騒 音 等 発 生 防 止 措 置 に つ い て は 、 防 音 の 機 器 を 使 用 し 、 騒 音 防 止 に 努 め る こ と
と し て い る 。
【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 及 び 施 行 規 則 ） 抜 粋 】
： 騒 音 等 を 防 ぐ 措 置 を 行 う 。

４ 岩 石 運 搬 計 画 適 切 で あ る 。○ 散 水 施 設 の 設 置 に よ る 粉 塵 の 発 生 防 止 措 置 が 図 ら れ て お り 、 適 切 で あ る 。
【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 及 び 施 行 規 則 ） 抜 粋 】
： 粉 じ ん 防 止 等 の た め 洗 車 ピ ッ ト 、 散 水 、 清 掃 等 そ の 他 必 要 な 措 置 を 行 う 。

５ 汚 濁 水 等 処 理 適 切 で あ る 。○ 沈 砂 池 の 規 格 処 理 能 力 と 水 路 等 の 規 格 流 下 能 力 は 十 分 で あ り 適 切 で あ る、 、 、 。
→ 排 水 系 統 図 の と お り計 画

【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 及 び 施 行 規 則 ） 抜 粋 】
、 、 。： 十 分 な 処 理 能 力 を 有 す る 施 設 そ の 他 適 当 な 施 設 に よ り 適 切 に 処 理 す る こ と

６ 採 石 跡 地 処 理 適 切 で あ る 。○ 跡 地 の 緑 化 計 画 は 、 掘 削 後 速 や か に 緑 化 す る 計 画 に な っ て お り 、 適 切 で あ る 。
→ 緑 化 年 次 計 画 図 の と お り計 画

【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 及 び 施 行 規 則 ） 抜 粋 】
： 他 の 用 途 に 利 用 す る 場 合 を 除 き 、 環 境 保 全 、 景 観 保 全 等 の た め 、 速 や か に 緑 化
す る こ と 。

７ 廃 土 等 堆 積 計 画 －○ 廃 土 に つ い て は 一 時 的 に 堆 積 し 製 品 と し て 搬 出 す る 。
【 基 準 （ 鳥 取 県 採 石 条 例 及 び 施 行 規 則 ） 抜 粋 】
： 堆 積 場 の 設 置 場 所 等 は 、 量 に 見 合 う 広 さ が あ り 、 周 辺 に 人 家 が な い こ と 、 土 砂
の 流 入 が 少 な い こ と 。

特 記 事 項
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